
 

【組合員（被扶養者）の資格確認ができず 10 割負担した場合】 

受診した医療機関・調剤薬局を記入してください。 

複数ある場合は、医療機関ごとに請求書を作成してください。 

受診した期間・日数を記入してください。 

複数月受診している場合は、月ごとに請求書を作成してください。 

※ 診療報酬明細書（レセプト）ごとに作成してください。 

（調剤薬局のみは調剤報酬明細書ごと） 

領収書の金額を記入してください。 

複数枚ある場合は、合算してください。 

作成の例 

療養費等請求書は、診療報酬明細書（調剤薬局のみの場合は調剤報酬明細書）ごとに 1枚作成してください。 

調剤薬局でも同様に 10 割負担されている場合は、医療機関と調剤薬局を合算して作成してください。 

［例］ 

組合員Ａさんが、４月に B病院を外来で受診し調剤薬局で薬の処方を受けている場合。 

・療養費等請求書（様式 2-1） 

・Ｂ病院の『領収書』と４月外来受診の『診療報酬明細書（レセプト）』 

・調剤薬局の『領収書』と B病院の処方箋に基づく『調剤報酬明細書（レセプト）』 

＊注意＊ 

診療報酬明細書（レセプト）は、共済組合等の保険者に医療機関等が医療費を請求する際に使用される書類です。 

医療機関等でお支払の際に領収書と一緒に発行される明細書とは異なりますのでご注意ください。 

 



 ※ 受診者が複数いる場合は、受診者ごとに作成

してください。 

 

【前に加入していた健康保険に医療費を返還した場合】 

受診した期間を記入してください。 

（共済組合の資格期間外の受診は、ご請求いただけません。） 

返還した医療費の額（領収書の額）を記入してください。 



 

【治療用装具を購入した場合】 

仕事中（通勤途中）のケガや病気の場合、原則『地方公務員災害補償法（労

働者災害補償保険法）』の対象となり、健康保険の給付対象外となります。 

 

購入した装具の領収書の金額を記入してください。 

受診した医療機関を

記入してください。 

装具の装着指示があった日（治療用装具製作指示装着

証明書の診察日）を記入してください。 



 
【小児の弱視眼鏡を購入した場合】 

受診した医療機関を記入してください。 

弱視眼鏡等の作成指示があった日（眼鏡等作成指示書の

日付）を記入してください。 

購入した眼鏡の領収書の金額を記入してください。 

（療養費の支給額には上限がございます。） 



 

受診した医療機関を記入してください。 

装着指示のあった日（弾性着衣等装着指示

書の日付）を記入してください。 

購入した弾性着衣（ストッキング等）の領収書の金

額を記入してください。 

（療養費の支給には上限がございます。） 

（療養費の支給には上限額がございます。） 

【弾性着衣等を購入した場合】 


